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職員の給与の特例に関する条例施行規則をここに公布する。

平成��年�月��日
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職員の給与の特例に関する条例施行規則

職員の給与の特例に関する条例（平成��年島根県条例第��号）第�条第�項第�号の規則で定める職員は、職員の給与

の支給に関する規則（昭和�	年島根県人事委員会規則第�号）第
条の�第�項の規定による管理職手当の区分が�種又

は�種とされている職にある職員とする。
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この規則は、平成��年�月�日から施行する。

号外第�号 平成��年�月��日 (�)
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職員の給与の特例に関する条例施行規則 （人 事 課）
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平成��年�月��日（金)

�� ����
（毎週火・金曜日発行）
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◇����������� ��!"��（規則第��号）

� 規則の概要

給料月額の減額率が���分の��となる職員は、管理職手当の区分が�種又は�種とされている職にある職

員とした。

� 施行期日

平成��年�月�日から施行することとした。
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